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税務相談会 社、商店等 の経営、経理問題

や、税務 の間題について、専門 の

税理士が相談に応じ ます。お気軽

にど うぞ。相談日… 毎週金曜日/

午後1 時~4 時。区役所( 1 階)

区民相談室。料金無料。

住みよい環境づくりのために

中高層建築物等の事前協議

要綱でき一
月一
日から実施

二
十
三
区
で
二
番
目
の
面
積
を
有
す
る
足
立
区
、
あ
き
地
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
団
地
・
マ
ン
シ
ョ
ン
が
続
々
と
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
庄
宅
難
解
消
と
い
う
意
味
で
は
大
変
結
構
な
こ
と
で
す
が
、
無
秩
序

に建て
られると
、環境を破壊し
、都市の機
能をマ
ヒさせるおそれがあります
。区では
、こ

のようなこ
とを防ぐために「
宅地開発並ぴに中高一
建築物等の
建設に関する指導要綱
」を

作り
ました
。

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
現
在
、
公
営
住
宅
戸
数
は
、
都
往
二
万
二
千
百
六

十
七
戸
、
公
団
一
万
四
百
七
十
六
戸
、
公
社
九
百
(
十
(
戸
で
合
計
三
万
三
千

六百三十一
戸
あります
。さらに
、

現在計画中の
もの七千六百
七十七

戸
を
加
え
る
と
四
万
】
千
三
百
(
戸
と
な
り
、
こ
れ
は
二
十
三
区
中
の
公
営
住

宅数の二剖を占め
、他区
を大きく

引き離しています
。

マン
ションのほ
うもこれに比例

して
増えつ
づけてい
ます
。確認申

請
件
数
は
四
十
六
年
度
六
〇
件
、
四
十
七
年
(
十
一
月
現
在
)
六
〇
件
と
し
ば
ら

くは鵐築ブー
ムが続きそうです
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
往
宅
難
を
解
消
す
る
た
め
に
は
好
ま
し
い
と
い
え
ま

す
が
、
そ
の
反
面
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
含
ん
で
い
ま
す
。
日
照
権
、
電
波
障
害
、

工
事
中
の
振
動
・
騒
音
な
ど
の
問
題
が

あり
、急ピ
yチにしかも無制限に

建設か進むと
、水が出ない
、学校

が足りない
、保育園か遠いなどの

ひ
ずみかでてきます
。

区で
は
、このようなこ
とを防止

し
、住みよい環境を保全するため

に
、この要綱を作成し
、一
月一
日

から実施してい
ます
。

この要綱が適用

される事業は

①都市計画法およ
び宅地造成等規

制法に基
づく宅地開発事巣で
、そ

の
規模が
1
0
0
0
平方㍍以上の
も

の
、②建築規準法に基
づく中高一

建築で
、その
建築物
が地上
高一
〇

㍍以上で
かつ
往居規襖が三十戸以

上の
もの
、となって
います
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
藁
の
施
行
考
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
申
躊
を
す
る
前
に

区
長
に
申
出
て
、
公
共
・
公
益
施
設
等
の
基
本
計
画
や
費
用
負
担
等
に
つ
い
て

協議し
、承認
を受けなければなり

ません
。具体的な内容は

▽
公
園
・
緑
地
i
施
行
区
域
面
積
の
}
○
%
以
上
の
公
園
・
緑
地
を
施
行
区
域

内に設け
、施股
を整傭して区に匹

僕譲渡するこ
と

▽
河
川
・
排
水
-
排
水
設
備
の
計
画
立
案
に
あ
た
っ
て
は
、
区
と
十
分
な
協
議

を
し
、
河
川
・
公
共
溝
渠
の
利
用
・
整
備
は
区
の
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ
と

▽
教
務
教
育
施
設
i
計
画
戸
数
}
千
戸
に
つ
弌
小
学
校
用
地
一
校
分
(
約
一
万

平
方
㍍
)
、
二
千
戸
に
つ
き
小
学
校
用
地
二
校
分
と
中
学
校
用
地
一
校
分
(
約

一
万
三
〇
〇
〇
平
方
㍍
)
を
用
地
費
の
二
〇
%
相
当
額
で
区
に
譲
渡
す
る
こ
と
(

な覡
一
千戸未満につ
いては
、

①五百戸未満の
場合は計画戸
数一

戸につき三平方㍍以上②五百戸以

上一
千戸未満の
場合は計画
尸数一

戸につ
き五平方
'
2
5

以
占

▽
保
育
園
・
児
一
遊
菌
等
-
計
画
戸
飲
五
百
戸
に
一
か
所
の
割
合
で
幼
稚
園
ま

た
は
保
育
園
用
地
(
一
六
〇
〇
平
方
㍍
)
を
確
保
し
、
施
設
を
設
置
し
て
区

に無償譲渡するこ
と

万一
境保全

・
日
照
の
彫
嚮
に
つ
い
て
、
区
と
協
議
す
る
と
と
も
に
、
付
近
住
民
の
同
意
を

得るよう努めるこ
と

●テレビー波障害を排除するため

必要な施設を股置するこ
と

・
工
事
中
の
振
動
・
騒
音
等
に
つ
い
て
は
、
作
業
時
間
、
防
災
対
策
に
配
慮
し

付近住民の了解を得るこ
と

事業を施行する
方へ

このような事業を行なおうとす

る方は
、設計をする前にあらかじ

め
、区役所建築課または企画課へ

ご相談ください
。

住みよい町は秩序のある町づくりから

あなたも施設見学会に参加しませんか
区では昨年
、区例
4
0
周年記念としてお

としよりの施設見学会
、それに公
募によ

る区内施設見学会など

を行ない
、大変好評で

した
。

さて
、今回
も昨年に

引き続いて
、第三回区

内施設見学会
を左記の

と
おり行ない
ま
す
の

で
ど
希望の方は
、ふる

って
ご参加く
ださい
。

①参加資格
　区内在住

の方
②
日
時
　
二
月
二
十
七
日
(
火
)
・
二
十
(
日
　
(
水
)
午
前
九
時
五
十
分
ま
で
に
、
区
役
所

前集合
午後三時三十分解敵予定

③見学コー
ス
　川田橋排水場
-西部区民

福
祉
セ
ン
タ
ー
1
足
立
清
掃
工
場
1
文
化
会
館
・

体
青
館
1
西
新
井
駅
前
(
解
散
)

④定員
　一日二十名

計四十名

⑤申込方法
　区役所広

報課広聴担当へ
直接

または電話でお申込

みください
。定員に

なり次第締切ります

⑥参加費
　無料

※
昼食は
、こ
ちらで用
意いたします
。

足立清掃工場にて

住民との紛争をなくすために

建築計画の事前公開制発足

日照をはじめとして
、建築物を

めぐって
生ずる環
境上の
諸問題に

対処するため
、区で
はこ
のほど
、

建築主が建築計画
を事前に付近の

往民に公開する指導要綱を独自に
作成し
、一
月
】日からこ
の制度を

実施してい
ます
。

この要
綱の特徴は
、さきにお知

らせ
した都の指導要
綱の内容をさ

らに禰強し
、高さか
I〇㍍以上の

孀築物だけで
なく
、モーテルやボ

ウリン
グ場など住環境を阻害する

恐れがあると区長が指定する建築

物まで
をその適用
範囲にしてい
る

こ
とで
す
。また
、建築主などに対

して
建築予
定地で
直接影響兮つ
け

る住民からその説明
を求められた

楊合に
、計画の概要
、工
事期間中

及
ぴ峻工
後の影響などを脱明した

結果を区畏に
報告すること
、その

他日照などによって
生じた紛争に

ついで
は
、関係住民と臓意をもっ

て話し合い
、責任をもって問題耀

決をはかるという誓約
Sを区長に

提出するなどと
なって
います
。

公開方法は次の
とおりで
す

□公開方法

建築主は
、工
事予定現場の見や

すい位一
に六〇り四方以上の掲

示板に計画内容を番いて設置す
る□表示
する計画内容

建
築
物
の
用
途
/
敷
地
面
積
/
規
模
　
/
着
工
予
定
/
建
築
主
住
所
・
氏

名
、
設
計
者
住
所
・
氏
名
、
施
工
者
　
住
所
・
氏
名
な
ど

なお区では
、その
他予
定建築物

によって
生ずる紛争について
、こ

の問題解決のための
調整や
指導
、

助言などをする「建築相隣関係問

髢調整員制度
」を
、新年度をメ
ド

に発足させようと準備し
て
い
ま

す
。みなさんの周囲に予定されて
い

る
、または現に工
事中の建築物に

ついての疑問やその他の問い合わ

せは区役所建築課審査第一
係へ
ど

うぞ
。

売主は届け出を市街化区域内の土地を
売ろうとする時

昨年六月に公共用
地の取得を円

滑に進めることを目的とした「公

有地の拡大の
推進に関する法律
」

が制
定され
、これによる地方公共

団
体の土地先買いは
、昨年十二月

一
日から施行されて
います
。

こ
の制度は
、公共団体が必要と

する
】定の土
地に対して優先的な

貿取り協議権をもつ
とい
うもので

す
。こ
れによって
、市街化区域内

の土
地を売ろうと
する所有者は
、

区畏
を経由して
知事に届け出なけ

ればなりませ
ん
。

○売主の届け出義務

①市街化区域内の土地で
、都市

計画
施設の
区域内
、道路の区謐

として決定された区域内
、都市

公園を設置すべき区域内に所在

する三〇〇平方㍍以上の土
地

②市街化区域内の土地で二〇〇

〇平方
M以上の土地

○土地買取りの
申出

①
a土地
、または市街化区墾

の土地で三〇〇平方㍍以上の
J

地所有者が地瓦公共団体なぷ

よる買取りを希望するときは
、

区長を経由して
、知事に申申

こと
がで
きます
。

○
土地の譲渡制度

届
け
出
・
申
出
を
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
、
ま
た
は
買
取
協
議
の
通

知があっ
た日
か
ら
二
週間以内

は
、他に譲渡できませ
ん
。

届
け
出
・
申
出
用
紙
の
請
求
、
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
管
財
課
へ
。

こんな魯合にも届出が必要です

■
1月
3
1
日が納期です

特別区民税四期分

国民年金四期分

就学通知書が
届きましたか

区
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
と
し
四
月
に
就
学
す
る
児
童
(
昭
和
四
十
一
年
四

月
二
日
か
ら
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
)
を
対
象
に
、
就

学
通
知
一
を
一
月
(
日
に
発
送
し
ま
し
た
。

これは新入
学児
童に対する準備

で
すから
、保護者の方は就学通知

雀をお確かめの
うえ
、準備手
続を

とって
ください
。

健康診断と知能検査

一
月二十五日
から二月二
十二臼

ま
で
の
間
に
行
な
い
ま
す
。
就
学
通
知
一
に
日
時
・
受
け
る
場
所
が
指
定
さ
れ

て
いますので
よくご覧ください
。

予防接種
二月
六日から一三月二
十
Iこ日まで

の間に行ないます
。就学通知書に

同封されている
、定期予防接種の

お知らせを
ご覧のうえ
、指定会場

で必ずお受けください
。

もし
、通知番が届いていない場

合は
、区教
育委員会学事係へ
お問

い合わせ
ください
。

図書館・児童館・区民福祉センターだより
□
東
部
区
民
福
祉
セン
タ
ー

東綾瀬一丁目五上
七
　六〇五一
七一〇一

■
趣
味
の
教
室
　
手
芸
教
室
{
お
ひ
な
さ
ま
の
押
絵
〉
一
月
二
十
三
日
(
火
)
午
後
}
時
材
料
費
千
五
百
円
は
さ
み
・
め
う
ち
・
糊

ふ
き
ん
持
参
生
花
教
室
{
古
愍
一
月
二
十
六
日
(
金
)
午
前
十
時
材
料
費
二
百
五
十
円
は
さ
み
・
雑
巾
持
参
音
楽
教
案
〈
コ

ー
ラ
ス
}
一
月
二
十
八
日
(
日
)
午
前
十
時
創
作
紙
人
形
{
垂
髪
}
一
月
三
十
日
(
火
)
午
後
一
時
材
料
費
五
百
円
は
さ
み
・
も
の

さ
し
・
小
筆
・
ピ
ン
セ
y
卜
持
参
　
■
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
一
月
二
十
】
日
(
日
)
午
後
二
時

□
中
部
区
民
福
祉セ
ン
タ
ー

関原二丁目一〇一一〇
　八八九
-一四八四

■
映
画
会
　
一
月
二
十
日
(
土
)
・
・
・
お
や
こ
の
松
ほ
か
二
十
七
日
　
(
土
)
・
・
・
牛
鬼
た
い
じ
ほ
か
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分

■
創
作
ぬ
り
え
《
ア
ル
テ
ィ
ア
デ
ザ
イ
ン
》
　
一
月
二
十
四
日
(
水
)
午
後
一
時

■
ち
び
っ
こ
豆
ま
き
合
戦
　
二
月
四
日
(
日
)
午
後
二
時

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

鹿浜二丁目こ四
-二
　
八九七
-五〇一
六

■
映
画
会
一
月
二
十
一
日
(
日
)
・
・
・
風
船
の
ね
が
い
ほ
か
二
十
(
日
(
日
)
・
・
・
馬
と
少
年
ほ
か
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
二
時

■
豆
ま
き
大
会
二
月
四
日
(
日
)
午
後
二
時

□
千
住
区
民
福
祉
セン
タ
ー

千往元町二四土
　
八八二
-二七六五

■
踊
り
教
室
一
月
二
十
四
日
(
水
)
午
前
十
時
三
十
分

■
浪
曲
講
演
会
一
月
二
十
(
日
(
日
)
午
後
一
時
　
い
ず
れ
も
対
象
は
、
区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方

■
映
画
会
一
月
二
十
一
日
(
日
)
・
・
・
き
の
こ
の
家
ほ
か
二
十
八
日
(
日
)
・
・
・
ご
う
け
つ
さ
ん
ほ
か
二
月
四
日
(
日
)
時
間
は
、

いずれも午後一
時三
十分

《
各
セ
ン
タ
ー
と
も
休
館
日
は
月
曜
日
・
祝
祭
日
で
す
》

■
中央図書館

梅田七丁目一
三一
一

八四〇
-四六四六

▽
日
皿
映
画
金
一
月
二
十
一
日
・
・
・
長
靴
を
は
い
た
猶
(
後
纒
)

二
十
(
日
・
・
小
人
と
青
虫
・
ビ
'
コ
の
車
二
月
四
日
・
・
・
み
に
く
い

あ
ひ
る
の
子
・
赤
い
井
戸
い
ず
れ
も
午
前
十
一
時
か
ら

▽
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
一
月
二
十
一
日
(
日
)
プ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ユ
の
夜
明
け
二
十
(
日
(
日
)
ア
ル
プ
ス
音
楽
午
前
十
二
時

■千住図書館

千往竜田町
七一
二

八八一一
一
九九四

▽
映
画
会
・
・
・
毎
週
日
曜
日
乍
前
九
時
三
十
分

■宮城図書館

宮
城
一
丁
目
二
七
-
(

九一
=
T
O
四
六〇

▽
映
画
会
一
月
二
十
七
口
(
土
)
午
後
二
時

■
新田図書館

新田三丁目一
四一
一

九一二
-一七六七

▽
映
画
会
一
月
二
十
七
日
(
土
)
午
後
二
時

■西伊興児童館
西伊興町三
七一
五

八九七一
六九四
八

▽
節
分
映
画
会
二
月
四
口
(
旦
午
後
二
時

▽レコ
ード籟賞
毎週上曜日午後二
時

(
各
図
書
館
・
児
重
館
と
も
休
館
日
は
月
曜
日
・
祝
祭
日
で
す
》

■ 区 役 所 の 電 話882- 1111　 第 二 庁 舎886- 3165　 足 立 栢 祉 事 務 所888- 3141　 中 部 福 祉 事 務 所889- 1481　 東 部 福 祉 事 務 所605 二7101　 酉 部 福 祉 事 務 所897- 5011
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家

庭

都
電
・
都
バ
ス
・
都
営
地
下
鉄
の

無
料
パ
ス
を
発
行

7
0歳
以
上
の
方
な
ど
に

区
内
に
お
往
ま
い
の
次
の
方
へ
、

都
一
・
都
バ
ス
・
都
営
地
下
鉄
に
無

料
で
乗
車
で
き
る
パ
ス
を
発
行
し
て

い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
申
出
く

だ
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
無
料
パ
ス
を
お
持

ち
の
方
は
、
次
の
更
新
日
ま
で
そ
の

ま
ま
の
パ
ス
で
地
下
鉄
に
も
乗
れ
ま

す
。

▽
無
料
パ
ス
を
受
け

る
こ
と
の
で
き
る
方

①
七
十
歳
以
上
の
方
・
・
・
外
国
人
の
方
　

は
外
両
人
登
録
証
明
I
持
参

②
身
体
障
害
者
(
一
級
ヱ
(
級
)
・
・
・
　

身
体
障
番
者
手
帳
持
参

③
精
神
薄
弱
者
(
I
度
～
四
度
)
・
・
・

愛
の
手
帳
持
参

④
戦
傷
病
者
(
恃
別
項
症
～
第
六
項
　

度
)
呶
晦
病
者
手
暎
持
参

⑤
原
爆
被
爆
者
(
認
定
愚
者
と
被
煉
　

者
健
康
管
理
手
当
受
給
者
)
・
・
・
特
　

別
被
爆
者
健
康
手
帳
と
認
定
一

ま

た
は
健
康
管
理
手
当
証
I
持
参

⑥
生
活
保
護
世
帯
(
世
帯
員
の
う
ち
　

一
人
)

⑦
母
子
福
祉
年
金
受
給
世
帯
(
世
帯
　

員
の
う
ち
一
人
)
・
・
i
民
年
金
証
　

一

持
参

⑧
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
(
世
帯
　

員
の
う
ち
一
人
)
・
・
・
児
重
扶
養
手
　

当
証
書
持
参

▽
申
込
み
の
窓
口

①
の
方
は
お
住
ま
い
の
地
域
の
出
張
　

所
(
外
S
人
の
方
は
区
役
所
厚
生
　

都
管
理
課
管
理
係
)

②
～
⑥
の
方
は
お
住
ま
い
の
地
域
の

福
祉
事
務
所

⑦
は
区
役
所
国
民
年
金
課
給
付
係

⑧
は
区
役
所
福
祉
課
児
童
手
当
係

▽
お
持
ち

い
た
だ
く
も
の

前
配
の
手
帳
・
証
一
頬
の
ほ
か
に

①
の
方
は
印
か
ん
、
②
～
⑧
の
方
は

印
か
ん
と
上
半
身
の
写
真
(
タ
テ
　

四
り
・
ヨ
コ
三
り
)

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
厚
生
部

管
理
課
へ
。

な
お
、生
活
保
護
世
帯
と
往
民
税

非
課
税
ま
た
は
均
等
創
世
帯
の
夜
間

劔
の
学
生
・
生
徒
(
本
人
が
所
得
割
額

の
往
民
税
を
踝
せ
ら
れ
て
い
る
場
合

を
除
く
)
に
も
、新
た
に
無
科
パ
ス
が

発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

く
わ
し
く
は
、
都
交
通
局
電
車
都

管
理
課
　
二
一
六
-
二
九
五
三
へ
。

保
健
栄
養
学
級

日
程
と
場
所

▽
一
月
二
十
七
日
(
土
)
二
十
九
日
　
(

月
)
三
十
一
日
(
水
)
・
江
北
保
健
　

相
談
所
・
　
(
九
六
-
四
〇
〇
四

▽
二
月
十
二
日
(
月
)
十
四
日
(
水
)
　

千
住
保
健
所
・
　
(
(
八
―
四
二
　

七
匕

▽
二
月
十
九
日
(
月
)
二
十
・
一
日
(
水
)
　
・

東
和
保
健
相
談
所
・
　
一
(
○
六
　

-

四

一

七

一

時
間い

ず
れ
も
午
後
一
時
半
～
四
時

内
容一

日
目
―
体
力
測
定
・
体
力
維
持

二
日
目
―
健
康
を
守
る
食
生
活
に

つ
い
て

な
お
、一
月
二
十
七
日
(
江
北
保

健
相
談
所
)
は
母
親
学
級
の
た
め
、

母
子
健
康
手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

募
集
人
員
-
各
会
鳩
と
も
四
十
名

申
込
先
1
開
催
場
所
に
直
接
一
諾
で

申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
定
員
に
な

り
次
第
締
切
り
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム

出
張
相
談

日
時―
一
月
二
十
五
日
(
木
)
午
後
　

一
時～
四
時

場
所
―
区
役
所
第
二
庁
舎

内
容―
職
業
紹
介
・
求
人
受
付

足
立の

史
話

日
光
街
道
を
た
ず
ね
て
(
1
9
)

―

千
住
一
丁
目
か
い
わ
い
　
そ
の
二―

勝
山
準
四
郎

千
住
町
が
宿
鳩
に
定
め
ら
れ
た
の
は
寛
永
二
年
(

二
(
二
五
)
の
こ
と
で
あ
る
。
三
代
将
軍
家
光

の
時
と
貫
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
も
、
奥
州
路

の
要
路
で
あ
り
、
大
橋
架
橋
も
そ
の
た
め
で
あ
っ

た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
何

と
言
っ
て
も
千
往
宿
の
重
要
さ
か
増
し
た
の
は
、

家
康
の
歿
後
そ
の
霊
覇
東
照
害
が
日
光
に

造
営
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の

奥
州
衝
道
が
宇
都
宮
ま
で
と
、
さ
ら
に
そ

の
先
の
鉢
石
宿
(
現
日
光
市
)
ま
で
か
日

光
衝
道
と
な
り
千
住
は
そ
の
初
宿
と
指
定

さ
れ
て
、
人
馬
の
往
来
は
急
速
に
限
や
か

さ
を
増
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
宿
場
と
は
自
ら
称
す
る
名
で

は
な
く
幕
府
が
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

も
と
も
と
武
士
た
ち
が
公
用
で
旅
行
す
る

際
、
特
に
`
'
助
交
代
で
往
来
す
る
睹
大
名

に
対
し
て
、
人
間
や
荷
物
の
運
奴
を
し
た
り
宿
泊

の
便
を
は
か
る
た
め
設
け
た
制
度
で
あ
る
。
だ
か

ら
一
般
庶
民
の
旅
の
世
話
な
ど
の
た
め
で
は
な
か

っ
た
の
で
、
百
姓
町
人
の
旅
行
者
は
表
向
き
は
せ

い
ぜ
い
そ
の
匐
こ
ぼ
れ
に
あ
す
か
る
程
度
で
あ
っ

た
。
千
往
楪
は
こ
の
御
用
の
た
め
毎
日
人
足
五
十

人
と
馬
五
十
疋
(
凡
子
付
)
を
用
意
し
て
、
そ
の

役
目
を
果
し
て
い
た
。
こ
の
人
馬
の
割
り
ふ
り
か
・

ら
宿
屋
の
手
配
一
切
を
処
理
し
て
い
た
の
か
問
屋

鳩
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
問
置
場

付
近
は
毎
日
人
と
馬
で
ご
っ
た
か
え
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
面
倒
な
問
屋
鳩
の
W
任
者
が
問

塵
役
で
、
千
住
各
町
の
月
番
名
主
四
名
が
十
五
日

交
替
で
二
名
づ
つ
そ
の
任
に
当
っ
て
い
た
。
宿
楊

の
名
主
は
自
冶
体
の
長
と
し
て
の
仕
事
の
外
に
、

こ
の
問
屋
役
も
兼
帯
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
だ
け

大
変
な
過
重
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
遏
重

な
の
は
住
民
も
同
様
で
あ
っ
た
。先
の
篇
備
人
足
、

馬
疋
の
経
費
か
ら
問
屋
場
自
体
の
睹
入
用
も
す
べ

て
宿
内
で
分
担
し
た
の
で
あ
る
。
大
体
表
通
り
に

面
し
た
主
な
家
々
百
七
十
四
軒
が
こ
れ
に
当
っ

た
。
し
か
も
分
担
の
割
合
は
間
口
の
広
さ
で
き
め

た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
奥
行
は
ど
の
家
も
ほ

と
ん
ど
七
十
間
前
後
で
同
じ
位
で
あ
う
た
か
ら
関

口
が
物
を
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

現
旧
道
の
西
東
に
あ
る
裏
通
り
(
注
今
自
動
車

一
方
通
行
に
な
っ
て
い
る
通
り
)
ま
で
が
一
軒
分

の
構
え
で
細
長
い
形
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
閥
口
(

間
で
馬
一
疋
分
(
金
納
年
弐
両
弐
分
ず
つ
)
を
負

姐
し
、
そ
れ
以
下
は
人
足
】
人
分
(
金
納

年
壱
両
壱
分
ず
つ
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
辱

役
分
担
の
家
を
伝
馬
屋
敷
と
呼
ん
で
い

た
。
こ
の
よ
う
な
宿
場
の
負
担
に
対
し
て

幕
府
は
千
往
槨
全
体
に
つ
い
て
一
万
五
千

坪
の
地
子
免
(
土
地
税
免
除
)
を
行
な
っ

た
が
、
こ
れ
と
て
も
一
軒
割
に
す
る
と
、

一
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
八
十
六
坪
掃
都

宿
は
六
十
六
坪
と
あ
る
か
ら
、
正
に
雀
の

炭
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
宿
鳩
は
、
日
本
橋
を
起
点
と

し
て
お
よ
そ
二
里
(
(
キ
ロ
)
お
き
位
に
設
け
ら

れ
た
も
の
で
、
千
佳
宿
は
日
本
橋
か
ら
二
里
八
丁
(

約
九
キ
ロ
)
次
の
草
加
宿
へ
も
二
里
(
丁
の
距
離

で
あ
っ
た
。
先
の
人
足
や
罵
は
こ
の
襦
間
を
往
復

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
項
二
月
二
十
日
号

に
つ
づ
く

写
真
は
助
郷
札
。
右
が
千
住
宿
、
左
が
草
加
宿

あ
な
た
の
声
を
区
政
に

区
政
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

足
立
区
で
は
、
昨
年
度
か
ら
区
政
モ

ニ
タ
ー
制
度
が
発
足
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
区
民

の
意
見
、
情
報
な
ど
を
区
政
に
反
映
さ

せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

モ
ニ
タ
ー
を
希
望
す
る
方
は
、
左
の

事
項
を
お
読
み
の
う
え
、
区
役
所
広
報

課
広
聴
担
当
へ
、
ハ
ガ
キ
ま
た
は
一

晒

で
モ
ニ
タ
ー
申
込
一

を
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

一
、
モ
ニ
タ
ー
の
仕
事

区
政
モ
ニ
タ
ー
に
は
次
の
よ
う
な
仕

事
そ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
区
が
依
頼
す
る
『
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ

ー
卜
」
に
回
答
す
る

▽
区
政
モ
ニ
タ
ー
連
絡
会
議
等
に
出
席

す
る

▽
そ
の
他
、
区
で
依
頼
す
る
広
聽
業
務

に
協
力
す
る

二
、
募
集
人
員
お
よ
び
任
期

募
集
人
員
は
五
十
名
で
す
。

任
期
は
、昭
和
四
十
(
年
四
月
一
日

か
ら
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
末
日
ま
で

の
一
年
間
で
す
。

三
、
応
募
で
き
る
方

次
の
条
件
を
満
た
す
方
に
隕
り
ま
す

▽
満
2
0歳
以
上
で
足
立
区
に
引
続
き
六

か
月
以
上
居
住
し
て
い
る
こ
と

▽
足
立
区
の
僅
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と

▽
都
の
職
員
お
よ
ぴ
各
区
市
町
村
の
職

員
で
な
い
こ
と

(
な
お
、前
回
区
政
モ
ニ
タ
ー
で
あ
　

っ
た
方
は
除
き
ま
す
。)

四
、
謝
礼

ア
ン
ヶ
I
ト
ー
回
に
つ
き
千
円
(
税

込
)
で
回
数
に
応
じ
て
支
払
い
ま
す
。

五
、
申
込
み
先

(
一
こ
二
〇
)
足
立
区
千
住
一
丁
目

五
〇

足
立
区
役
所
広
報
課
広
聴
担
当

六
、
申
込
み
受
付
期
限

昭
和
四
十
(
年
二
月
卜
曰
(
土
)

七
、
提
出
書
類

▽
区
政
モ
ニ
タ
ー
申
込
書

▽
簡
単
な
応
募
作
文

工
業
統
計
調
査
の

お
知
ら
せ

通
産
省
で
は
、
毎
年
十
二
月
三
十
一

日
現
在
で
、
製
造
業
に
属
す
る
す
べ
て

の
事
業
所
を
対
象
に
、
工
業
統
計
調
査

を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
調
査
結
果
は
、
国
お
よ
ぴ
地
方

公
共
団
体
の
行
政
賢
料
と
し
て
広
く
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
区
で
も
、
二
月
始
め
頃
、
製
造
業

者
の
方
へ
、
調
査
員
が
お
う
か
が
い
し

ま
す
が
、
そ
の
際
は
鏡
査
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

1
月
3
1日
が
申
告
期
限

償
却
資
産
(
固
定
資
産
税
)

受付けています
外国人の方の"国保加入"

こ
と
し
の
一
月
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
の
適
用
範
囲
が
広
が
り
、
区
内
に
往

み
、
次
の
要
件
を
満
た
す
外
国
人
も
加

入
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
申

請
し
て
い
な
い
方

は
お
早
め
に
。

一
加
入
で
き
る
方

足
立
区
に
外
国

人
登
録
を
し
て

い
る
人
は
す
べ

て
加
入
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、

次
の
方
は
加
入

で
き
ま
せ
ん
。

①
他
の
抛
縢
保

険
に
加
入
し
て

い
る
方
と
そ
の
扶
養
家
族

②
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
と
そ

の
家
族

③
外
画
人
登
録
を
し
て
い
て
も
、
旅

行
者
等
一
時
滞
在
者
は
加
入
で
き
ま
せ

ん
一
一
一
受

付
受
付
け
は
区
役
所
(
本
庁
舎
)
二
階

で
行
な
っ
て
い
ま
す
。
(
出
張
所
・

第
二
庁
舎
で
は
取
扱
っ
て
お
り
ま
せ

ん
)

三
国
保
に
加
入
し
た
方
は
、
次
の
こ
と

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

①
お
医
者
さ
ん
に
行
く
時
は

④
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

○

日
本
語
の
わ
か
る
方
を
お
つ
れ

く
だ
さ
い

②
次
に
骸
当
す
る
方
は
十
四
日
以
内

に
国
保
を
や
め
る
手
続
き
を
と
っ
て

く
だ
さ
い

④
足
立
区
を
転
出
し
た
方

○
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
方

(
り
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
方

※
そ
の
他
の
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所

国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課
係
ま
で

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

届
き
ま
し
た
か
!

「
わ
た
し
の
便
利
帳
」

4
7
年
版
『
わ
た
し
の
便
利
帳
』
は
昨

年
中
に
お
届
け
し
ま
し
た
が
、
い
ま
ま

で
ご
便
用
に
な
っ
て
い
た
4
6
年
版
(
緑

色
)
は
、
I
話
番
号
・
住
所
な
ど
変
更

に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の

で
、
新
し
い
便
利
帳
(
オ
レ
ン
ジ
色
)

を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
万
一
便
利
鰻
の
届
い
て
い
な

い
ご
家
庭
か
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
手
歎

で
も
、
最
寄
り
の
出
張
所
ま
た
は
、
広

報
課
ま
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

地
盤
沈
下
等
で
お
困
り
の
方
へ

地
盤
沈
下
や
道
路
整
備
の
た
め
、
降

雨
時
に
浸
水
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、
盛
土
を
し
た
い
方
、
ま
た
、
交
通

蘓
音
防
除
の
た
め
、
二
重
窓
や
サ
y
シ

の
窓
に
し
た
い
方
に
、
そ
の
費
用
の
一

都
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。
簡
単
な
資

格
条
件
で
借
り
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
込
み
問
い
合
わ
せ
は
、
区

役
所
公
害
踝
へ

部
落
問
題
の
理

解
の
た
め
に
(
7
)

う
ち
の
部
落
は
、
七
・
(
軒
山
の

す
そ
野
に
匐
い
や
ら
れ
て
、
ひ
っ
そ

り
く
ら
し
て
い
る
。
私
の
保
青
園
時

代
、
母
は
背
に
妹
を
お
ぶ
っ
て
仕
事

に
出
か
け
る
。
妹
が
泣
い
て
も
屑
足

に
か
ま
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
保

育
園
か
ら
帰
る
と
、
毋
の
職
鳩
で
妹

の
お
も
り
を
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、

遊
び
た
い
さ
か
り
で
妹
を
ほ
っ
て
は

よ
く
し
が
ら
れ
た
。

近
所
の
子
た
ち
と
か
く
れ
ん
ぼ
を

し
て
遊
ん
で
い
る
時
、
私
と
も
・
つ
ひ

と
り
の
都
落
の
子
と
二
人
が
か
く
れ

て
い
る
問
に
、
や
'
・
と
貿
っ
て
も
ら

っ
た
水
簡
兮
つ
め
た
て
地
の
中
に
か

く
さ
れ
た
。
「
あ
ん
な
も
の
い
ら
ん

よ
」
「
あ
ん
た
ら
と
は
遊
ぱ
ん
」
と

言
わ
れ
て
、
泣
き
な
が
ら
ケ
ン
カ
を

し
た
。
小
さ
い
な
が
ら
も
、
い
か
り

が
こ
み
上
げ
て
き
た
。

学
校
で

差
別
発
言
が
起
こ
っ
て

も
、
先
生
は
何
も
し

な
い
。
彼
ら

は
、
差
別
を
黙
認
す
る
こ
と
で
、
私

た
ち
部
落
民
を
差
別
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
差
別
を

差
別
と
し
て
自
寛
し
て
こ
そ
、
部
落

問
題
が
考
え
ら
れ
る
。

(
部
落
解
放
同
盟
足
立
支
部
)

国
民
年
金
相
談

都
民
生
局
で
は
、
次
の
と
お
り
国
民

年
金
相
談
を
行
な
い
ま
す
。
年
金
の
r

と
な
ら
、
な
ん
で
も
お
気
軽
に
ご
相
魴

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
科
の
収
納
叭

行
な
い
ま
す
。

な
お
、
年
金
手
帳
・
相
談
に
つ
い
で

の
は
か
き
な
ど
お
持
ち
の
方
は
、
当
日

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
一
二
月
五
日
(
月
)
か
ら
二
十
日
　
(

火
)
ま
で

池
水
・
ま
・
日
昭
日
は
除
き
ま
す

時
間
-

午
前
十
時
～
午
後
四
時

場
所
1
区
役
所
国
民
年
金
課
(
二
階
)
　
　
　
　
"

第
二
庁
舎
相
談
室

工
事
予

定

道
路
舗
装
▽
酉
伊
具
町
三
か
ら
一

五
番
地
先
・
・
・
三
月
三
十
一
日
ま
で
▽

宮
城
一
丁
目
七
か
ら
二
五
番
先
・
・
・
三
月

三
十
一
日
ま
で

道
路
拡
巾
▽
東
和
二
丁
目
一
七
か

ら
同
四
丁
目
五
番
先
・
・
・
三
月
三
十
一
日

ま
で
▽
六
木
町
七
三
四
か
ら
佐
野
町

一
番
地
先
・
・
・
三
月
三
十
一
日
ま
で

側
溝
改
修

▽
関
原
一一
丁
目
一
C
か

ら
同
三
丁
目
一
一
番
先
ほ
か
一
か
所
i
;

三
月
三
十
一
日
ま
で
▽
栗
原
町
九
九

四
か
ら
九
七
(
番
地
先
E
三
月
十
七
日

歩
道
設
一
▽
花
畑
町
四
七
三
七
か

ら
六
木
町
一
一
二
一
番
地
先
・
s
こ
一
月
一
I
一

十

日

ま

で

水
路
改
修
▽
青
井
二
丁
目
一
}
か

ら
同
三
丁
目
二
一
番
先
・
・
・
三
月
二
十
五

日
ま
で
▽
花
畑
町
三
(
二
九
か
ら
三

七
七
七
I
咄
た
・
。
・
一
I
一
月
二
4
-
E
日
ま
で

I
▽
東
和
三
丁
目
六
番
先
・
・
・
三
月
三
十
日

掲
示
板

■
第
2
2回
足
立
区

ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会

一
区
と
区
教
育
委
員
会
で
は
、
次
の

一
要
領
で
・
I
ド
レ
ー
ス
大
会
を
行
々

一い
ま
す
の
で

。
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く

一だ
さ
い
。

日
時
　
三
月
四
日
石
)
午
貳
九
网

場
所
　
荒
川
阿
川
敷
東
京
北
部
公
園

一
周
回
コ
ー
ス

参
加
資
格
　
区
内
在
住
・
在
勤
・
在
　

学
の
方

種
目
・
距
離
　
女
子
の
紺
(
中
一
年
　

の
都
、中
二
・
三
年
の
鞘
、高
校
　
・

一
般
の
郎
)
一
一
冫
㍍
壮
年
　

の
懿
(
四
卜
五
歳
以
上
)
-
一
冫
　

㍍
一
般
の
鮖
(
佃
人
の
都
、チ
　

ー
ム
レ
ー
ス
の
郎
)
-
五
″
E
M
　

高
校
・
大
学
生
の
部
一
五
″
'
㍍
　

中
学
男
子
の
郎
(
一
年
、
二
年
、

三
年
)
-
二
・
五
″
f
㍍
壮
年
の
　

郎
(
三
十
五
歳
以
上
)
-
二
・
五
　

♂
㍍
壮
年
の
郎
(
四
十
歳
以
　

上
)―
二
冫
㍍

な
お
、
チ
ー
ム
レ
ー
ス
の
都
は
、

三
人
で
I
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
助

労
社
会
人
に
限
り
ま
す
。

申
込
練
切
肬
二
月
十
三
日
(
火
)

申
込
方
法
都
別
'
氏
名
・
年
齢
・
　

一

括
番
号
を
明
紀
の
う
え
「

直
椿

ま
た
は
、
往
復
ハ
ガ
キ
で

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、
区
教

育
委
貝
会
体
育
振
輿
係
(
〒
匸
一
〇

足
立
区
千
住
仲
町
五
(
)
へ
ど
う
ぞ
。

■
西
新
井
税
務
署
が

新
庁
舎
に
移
転

二
月
七
日
(
水
)
か
ら
新
庁
舎
で

吸
業
務
を
開
始
し
ま
す
。

▽
新
庁
舎
の
所
在
地
と
一
話

足
立
区
業
原
町
七
七
〇
番
地
の
I

(
四
〇
I
一
1
1
1
(
代
表
)

■
た
ば
こ
は
区
内
で

買
い
ま
し
ょ
う

喫
煙
は
奨
励
で
き
ま
せ
ん
が
、
た

ば
こ
消
費
税
は
区
の
有
力
財
源
、
四

十
六
年
度
の
場
合
、
区
民
税
の
二
五
%

に
も
相
当
す
る
金
額
九
億
三
一
五

万
五
千
円
が
足
立
区
に
配
分
さ
れ
ま

し
た
。

他
の
区
で
た
ば
こ
を
賈
わ
れ
る
方

は
、
ぜ
ひ
地
元
足
立
区
で
お
貿
い
く

だ
さ
い
。

お
礼
次
の
方
か
ら
多
額
の

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
(
敬
称
略
)
▽
育
英
資
金

織
田
良
春
(
氷
川
ゴ
ル
フ
会
)

生 徒 募 集

次
の
都
立
学
校
で
生
徒
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

応
募
資
格
(
三
月
卆
業
見
込
者
を

畆
ひ
)
・
受
付
期
間
・
応
募
先
の
順

高
等
保
母
学
院

高
等
学
校
を
卆
業
し
た
人
お
よ
び

繝
十
(
才
以
上
で
、
児
童
福
祉
法
に

基
づ
く
児
重
福
祉
施
設
に
お
い
て
二

年
以
上
児
重
の
保
護
に
従
事
し
た
人

/
二
月
一
日
(
木
)
～
十
日
(

土
)
/
足
立
高
等
保
母
学
院
・

〒
匸
一
一
足
立
区
鳥
根
一
〒
二

四
-
一
　
(
(
五
一
四
七
〇
一

£
一足

立
高
等
職
業
訓
練
校

中
学
を
卆
業
し
た
人
/
一
月

二
十
二
日
(
月
)
～
二
月
二
十
四
日
　
(

土
)
/
足
立
高
等
職
笑
訓
練
校
・

〒
一
二
〇
足
立
区
綾
順
五
上
(
I
一
　

六
〇
五
一

六
一
四
六

身
体
障
害
者
職
業
訓
練
校

身
体
障
害
者
で
日
常
身
の
ま
わ
り

の
事
に
つ
い
て
他
人
の
手
を
借
り
ず

に
す
ひ
中
学
卒
業
程
度
の
学
力
の
あ

る
人
/
一
月
二
十
二
日
(
月
)
~
二

月
二
十
四
日
(
土
)
/
身
体
障
害
哩

職
業
訓
練
校
・
〒
I
(
七
小
平
市
小

川
西
町
二
二
六
四
　

○
四
二
三
1
四

一
-
一
四
一
一

高
等
看
護
学
院

高
等
学
校
を
卆
業
し
た
人
お
よ
ぴ

こ
れ
と
同
等
の
学
力
を
有
す
る
人
/

一
月
二
十
五
日
(
木
)
ま
で
/
都
衛

生
局
一
糢
諌
・
〒
一
〇
〇
千
代
田
区

丸
の
内
三
一
五
上
　

ニ

ー
ニ
ー
五

一
一
一

理
容
学
校

中
学
卒
業
者
お
よ
び
こ
れ
と

同
程
度
以
上
の
学
力
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
方
で
都
内
に
往
ん

で
い
る
人
/
三
月
八
日
(
木
)

ま
で
/
東
京
都
理
容
学
校
・
〒

一
〇
一
千
代
田
区
西
神
田
一
-
ニ
ー

四
　
二
九
三
一
九
(
七
一

府
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
院

高
等
学
校
を
卆
業
し
た
人
お
よ
ぴ

こ
れ
と
同
等
の
学
力
を
有
す
る
人
/

二
月
十
日
(
土
)
ま
で
/
府
中
リ
(

ビ
リ
テ
ー
シ
ー
ン
学
院
・
〒
一
(
三

府
中
市
武
蔵
台
ニ
ー
九
-
二
　
○
四

二
三
I
I
三
-
○
(
八
一

■ 2月9日まで献血推進強調月間です。愛の献血にご協力を! 　■ 夜間は道路に水をまかないように―スリップして危険です T・Y200, 000


